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○柳川市住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金交付要綱 

令和５年３月１７日 

告示第１９号 

柳川市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱（平成２４年柳川市告示第６４

号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 市は、自然エネルギー及び省エネルギーへの市民の意識の高揚を図り、地球温暖化

防止及び災害に強い地域社会の形成に寄与することを目的として、住宅用太陽光発電シス

テム及び定置式リチウムイオン蓄電池を設置する者に対し、予算の範囲内において住宅用

太陽光発電システム等設置事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、

その交付については、柳川市補助金等交付規則（平成１７年柳川市規則第４６号に定める

もののほか、この告示の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) システム 住宅の屋根等への設置に適した太陽電池による発電設備であって、低圧配

電線と逆潮流ありで連系し、太陽電池モジュール、接続箱及びパワーコンディショナー

等で構成されたもの（太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値（単位はキロワット

表示とする。）が１０キロワット未満のものであるもの）をいい、電力会社と電灯契約

及び余剰電力の販売契約を締結できるものをいう。 

(2) 蓄電池 新築又は既設の住宅のシステムに設置するリチウムイオン蓄電池（単位はキ

ロワットアワー表示とする。）で定置式のものをいう。 

(3) 補助事業者 第７条の規定により補助金の交付の決定を受けた者をいう。 

(4) 住宅 次のいずれかに該当する住宅をいう。 

ア 専用住宅 

イ 併用住宅（居住部分の床面積が延床面積の２分の１以上であるもの） 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、市内において自ら居住し、若しくは居住

することとしている住宅（第５条の規定による補助金の交付の申請の際、既にシステム又

は蓄電池が設置されている住宅を除く。）にシステム若しくは蓄電池（以下これらを「補

助対象機器」という。）を購入し設置する個人又はあらかじめ補助対象機器が設置された

市内の住宅を自ら居住する目的で購入する個人で、次の要件を満たすものとする。 
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(1) 市税の滞納がないこと。 

(2) 補助を受けようとする年度の３月２５日（当該日が柳川市の休日を定める条例（平成

１７年柳川市条例第３号）に規定する日に当たるときは、その日前においてその日に最

も近い市の休日でない日）までに補助対象機器の設置を完了し、システムは一般電気事

業者への受給を開始すること。 

(3) 同一の住宅において、同種の補助対象機器に係る補助金の交付を柳川市から受けてい

ないこと。 

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

２ 前項の規定による補助対象機器は、未使用であるものに限る。 

３ 補助対象機器を設置する住宅が自己の所有物でない場合は当該住宅の所有者に、他者と

の共有物の場合は当該住宅の共有者に、補助対象機器の設置の承諾をあらかじめ受けなけ

ればならない。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（補助対象機器の設置に係る施工主に限る。以下

「申請者」という。）は、当該補助対象機器設置前（既に補助対象機器が設置された住宅

を購入した者は、その住宅に居住を開始する前）に、住宅用太陽光発電システム等設置事

業補助金交付申請書兼誓約書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して市長に提出しな

ければならない。 

(1) 補助対象機器を設置しようとする住宅の位置図（付近見取図） 

(2) 補助対象機器の仕様書、設置に要する費用の内訳が確認できる請負契約書又は売買契

約書等の写し及び配置又は設置箇所が確認できる図面 

(3) 次に掲げるア又はイの書類 

ア 新築住宅又は既存住宅に設置する者にあっては、補助対象機器を設置しようとする

場所の工事着手前の写真 

イ 補助対象機器が設置された住宅を購入する者にあっては、設置された補助対象機器

の写真及び未使用であることを証明する書類 

(4) 補助対象機器を設置する住宅の所有者の承諾書（様式第２号。申請者が住宅の所有者

でない場合又は住宅が共有名義の場合に限り提出すること。） 

(5) その他市長が必要と認める書類 
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（手続の代行） 

第６条 申請者は、補助金の交付の申請等の手続について、代行者を選任し、委任すること

ができる。 

２ 前項の規定により代行者を選任し、委任する場合には、申請者は補助金交付申請等手続

代行者選任届（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

３ 第１項の規定による代行者は、委任された手続を、誠意をもって実施するとともに、手

続の代行を通じ申請者に関して得た情報は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法

律第５７号）に従って取り扱うものとする。 

（補助金の交付決定等） 

第７条 市長は、第５条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審

査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による決定をしたときは、住宅用太陽光発電システム等設置事業補

助金（交付・不交付）決定通知書（様式第４号）により速やかに申請者に通知しなければ

ならない。 

（補助対象機器の設置） 

第８条 申請者は、前条第２項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた日（次条第１

項において「受領日」という。）以後でなければ補助金の交付の対象となる設置工事を開

始することができない。 

（変更又は中止の承認） 

第９条 補助事業者は、受領日後に第５条の規定による申請の内容を変更しようとするとき

又は中止しようとするときは、住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金（変更・中止）

承認申請書（様式第５号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、住宅用太陽光

発電システム等設置事業補助金（変更・中止）（承認・不承認）通知書（様式第６号）に

より速やかに当該申請を行った補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１０条 補助事業者は、補助対象機器の設置が完了したとき（システムを設置した者にあ

っては電力会社とシステム電力供給を開始したとき、既に補助対象機器が設置された住宅

を購入した者にあってはその住宅に居住を開始したときをいう。）は、その日から１か月

以内又は当該日の属する年度の３月２５日（柳川市の休日を定める条例（平成１７年柳川

市条例第３号）に規定する日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い市の休

日でない日）のいずれか早い日までに、住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金実績
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報告書（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 補助対象機器の設置状況を確認することができる写真 

(2) 補助対象機器の設置費に係る領収書の写し 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 住宅用太陽光発電システムを設置した補助事業者は、前項の書類に加え、次に掲げる書

類を市長に提出するものとする。 

(1) 太陽電池モジュールの製造番号及び出力特性が分かる書類 

(2) 太陽電池モジュールの配置及び枚数が分かる図面 

(3) 太陽電池モジュール、パワーコンディショナー、接続箱及び売電メーターの設置状況

を確認できる写真 

(4) 電力会社と締結した電力受給契約書の写し 

（補助金の額の確定等） 

第１１条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書の審査及び現地調査を行い、適

当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、住宅用太陽光発電システム等設置事

業補助金確定通知書（様式第８号）により、補助事業者に通知しなければならない。 

（補助金の請求） 

第１２条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとすると

きは、住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金交付請求書（様式第９号）により市長

に請求しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。 

（補助金交付決定の取消し） 

第１３条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の

全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けた

とき。 

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。 

（補助金の返還） 

第１４条 市長は、前条の規定により取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部

分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返

還を命ずることができる。 

（協力） 
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第１５条 市長は、この告示に基づく補助金の交付を受けてシステムを設置した者に対し、

当該システムに関する売電量及び買電量のデータの提供その他の協力を求めることができ

る。 

２ 前項の規定による求めを受けた者は、それに協力するものとする。 

（その他） 

第１６条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この告示の規定に基

づき補助金の交付決定を受けた者に係る規定は、同日後もなおその効力を有する。 

別表（第４条関係） 

補助対象機器の種類 補助金の額 摘要 

太陽光発電システム 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値

１キロワット当たり２万円 

上限８万円 

リチウムイオン蓄電池 公称最大蓄電容量１キロワットアワー当たり

１万円 

上限４万円 

備考 太陽光発電システムは太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値、リチウムイオ

ン蓄電池は公称最大蓄電容量（それぞれ小数点第３位以下を切り捨てた数値とする。）

で得た額とする。この場合において、それぞれ算出した補助金の額に１，０００円未満

の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。 
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様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第９条関係） 

様式第６号（第９条関係） 

様式第７号（第１０条関係） 

様式第８号（第１１条関係） 

様式第９号（第１２条関係） 

 


